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回
（
父
の
相
続
）
の
相
続
税
額
を
最

も
少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
母
の
相
続
財

産
を
法
定
相
続
分
以
上
又
は
1
億
6
0
0

0
万
円
以
上
の
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
し
、

配
偶
者
の
相
続
税
額
の
軽
減
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
で
、
相
続
税
を
最
少
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
父
の
相
続
に

続
い
て
第
二
次
相
続
（
母
の
相
続
）
が
発

生
し
そ
う
な
場
合
に
は
、
母
が
今
回
の
相

続
で
ど
れ
だ
け
の
財
産
を
相
続
す
れ
ば
有

利
に
な
る
か
は
、
今
回
と
第
二
次
相
続
を

通
算
し
て
判
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
二
次
相
続
を
通
算
し
た
場
合
の
相
続

税
額
は
、
父
の
遺
産
額
や
法
定
相
続
人
の

構
成
の
他
、
母
固
有
の
財
産
の
有
無
や
第

二
次
相
続
ま
で
の
期
間
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
母
に
多
く
の
固

有
財
産
が
あ
る
場
合
は
、
母
は
父
か
ら
の

相
続
を
受
け
な
い
ほ
う
が
通
算
す
る
と
有

利
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

相
続
す
る
財
産
の
種
類
を
選
択
す
る
際

は
、
現
金
預
金
な
ど
消
費
さ
れ
る
財
産
や

居
住
用
不
動
産
を
母
が
相
続
し
、
継
続
し

て
安
定
収
入
が
得
ら
れ
る
賃
貸
用
不
動
産

を
子
が
相
続
す
れ
ば
、
将
来
の
不
動
産
所

得
を
子
供
に
移
転
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
、
細
分
化
で
き
な
い
不
動
産
や
株

式
な
ど
は
、
特
定
の
相
続
人
が
単
独
で
そ

の
財
産
を
取
得
し
、
他
の
相
続
人
に
は
、

そ
の
代
償
財
産
相
当
分
の
金
銭
を
支
払
う

代
償
分
割
の
方
法
が
利
用
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
相
続
税
の
課
税
の
特
例

に
は
、
様
々
な
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
の
で
、

個
別
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

子
供
へ
の
生
前
贈
与
は
、
暦
年
贈
与
と

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
い
ず
れ
か
を
選

択
で
き
ま
す
。
暦
年
課
税
は
長
期
間
に
わ

た
り
計
画
的
に
贈
与
す
る
場
合
に
有
利
に

な
り
ま
す
。
相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、

贈
与
財
産
は
贈
与
時
の
課
税
価
格
で
相
続

時
に
合
算
し
て
計
算
さ
れ
る
の
で
、
将
来

値
上
が
り
が
見
込
ま
れ
る
財
産
や
収
入
を

生
む
財
産
を
贈
与
す
れ
ば
相
続
対
策
に
な

り
ま
す
。

暦
年
贈
与
は
、
相
続
開
始
前
3
年
以
内

の
贈
与
を
除
き
、
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ

な
い
た
め
、
相
続
財
産
の
総
額
を
減
少
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
毎
年
1
1
0
万

円
の
基
礎
控
除
枠
を
利
用
し
な
が
ら
少
額

の
贈
与
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
う
と
効

果
的
で
す
。

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
65
歳
以
上

の
親
か
ら
20
歳
以
上
の
子
へ
の
贈
与
に
つ

い
て
、
2
5
0
0
万
円
ま
で
贈
与
税
が
か

か
ら
ず
に
贈
与
で
き
、
2
5
0
0
万
円
を

超
え
た
分
に
つ
い
て
は
一
律
20
％
の
税
率

と
な
り
ま
す
。（
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
に

つ
い
て
は
、
親
の
年
齢
制
限
は
な
く
、
非

課
税
枠
も
3
5
0
0
万
円
）

相
続
時
に
は
、
贈
与
財
産
は
、
贈
与
時
の

価
格
で
相
続
財
産
に
加
算
し
て
相
続
税
額

を
計
算
し
、
す
で
に
支
払
っ
た
贈
与
税
額

を
控
除
し
ま
す
。
そ
の
た
め
贈
与
財
産
が

値
下
が
り
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
本
来

支
払
う
べ
き
相
続
税
よ
り
高
い
税
金
を
払

う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
親
ご
と
に
選
択
可
能
で

す
の
で
、
父
か
ら
の
贈
与
は
精
算
課
税
を

選
択
し
、
母
か
ら
の
贈
与
は
暦
年
贈
与
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
旦
、
精
算
課

税
を
選
択
す
れ
ば
暦
年
贈
与
は
利
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
う
ま
く
組
み
合
わ

せ
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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